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コーポレート・ガバナンス

富士電機のコーポレート・ガバナンス体制は、経営監督や重

要な意思決定の機能を担う「取締役会」、経営監査の機能を

担う「監査役会」を設置しています。監査役設置会社として、

監査役会が取締役・執行役員を適切に監査し、客観性および

中立性を確保しています。

独立役員の要件を満たす社外役員を積極的に招
しょうへい
聘し、経営

監督、経営監査機能の強化を図るとともに、取締役会の諮問

機関として社外役員を過半数とする指名・報酬委員会（P43参

照）を設置しています。

また、経営と執行の役割を明確化するため、執行役員制度

を導入し、各事業の責任の明確化および業務執行の効率化を

図っています。代表取締役社長の諮問機関として経営に関す

る重要事項の審議、報告を行う「経営会議」、事業戦略上の重

要課題や法対応等の対外的重要課題の企画・推進を担う各

委員会を設置し、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制

の構築に努めています。

コーポレート・ガバナンス体制

基本方針

株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会の責務

の遂行、株主との対話を基本方針とし、コーポレート・ガバナンスを強化しています。

コーポレート・ガバナンス体制図

※各委員会
【SDGs視点による当社の重要課題】

• SDGs推進委員会

【法対応等の対外的重要課題】
• 遵法推進委員会
• 安全衛生委員会

【事業戦略上の重要課題】
• 能力開発委員会
• 生産技術委員会
• 技術開発委員会
• 国際標準化委員会

執行役員

役職 氏名 所管部門
執行役員社長 北澤　通宏 経営統括
執行役員副社長 菅井　賢三 社長補佐、営業本部長
執行役員専務 安部　道雄 生産・調達本部長、発電プラント事業担当
〃 友高　正嗣 パワエレシステム エネルギー事業担当、パワエレシステム インダストリー事業担当
〃 荒井　順一 経営企画本部長、輸出管理室長、コンプライアンス担当、危機管理担当

執行役員常務 宝泉　徹 電子デバイス事業本部長
〃 角島　猛 人事・総務室長
〃 高橋　康宏 食品流通事業本部長
〃 近藤　史郎 技術開発本部長

執行役員 五嶋　賢二 パワエレシステム エネルギー事業本部副本部長
〃 森本　正博 富士電機機器制御株式会社 代表取締役社長
〃 堀江　理夫 発電プラント事業本部長
〃 河野　正志 パワエレシステム エネルギー事業本部長
〃 鉄谷　裕司 パワエレシステム インダストリー事業本部長
〃 三吉　義忠 社長室長、SDGs推進担当、広報・IR担当
〃 三宅　雅人 経営企画本部 法務室長
〃 浅野　恵一 食品流通事業本部 副本部長

取締役

役員一覧 （2020年10月1日現在）経営理念の実現に向けて、経営の透明性や監督機能の向上を図り、コーポレート・ガバナンスを強化しています。

当社

各子会社

内部統制システムを構成する主な規程・会議体等
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監査役

取締役8名
（うち、社外3名）

監査役5名
（うち、社外3名）

取締役会

会計監査人

会計監査人

内部監査部門

内部監査部門
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取締役会 監査役会
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経営理念
企業行動基準
職務権限規程
遵法推進委員会

■
■
■
■

コンプライアンス・プログラム
企業倫理ヘルプライン
リスク管理規程

■
■
■

内部者取引管理規程
緊急時対応要領
監査連絡会　　など

■
■
■

社外取締役
立川　直臣

社外取締役
林　良嗣
中部大学 持続発展・スマートシティ
国際研究センター
センター長・教授

代表取締役社長
取締役会議長
北澤　通宏

代表取締役
菅井　賢三

社外取締役
丹波　俊人
東京センチュリー（株）取締役

取締役
安部　道雄

取締役
友高　正嗣

取締役
荒井　順一

監査役

常勤監査役
監査役会議長
奥野　嘉夫

常勤監査役
松本　淳一

社外監査役
平松　哲郎
中央日本土地建物グループ（株） 
代表取締役社長
日本土地建物（株）代表取締役社長

社外監査役
勝田　裕子
名取法律事務所パートナー

社外監査役
高岡　洋彦
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2019年度社外役員の活動状況

氏名 取締役会出席状況（出席回数／開催回数） 主な活動

丹羽　俊人 13回／13回

上場会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会におい
て次の事項をはじめ、富士電機の経営全般にわたり適宜必要な意見を述べま
した。
• 市場環境の変化を踏まえた事業計画の策定
• 取締役会の実効性評価の方法

立川　直臣 13回／13回

上場会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会におい
て次の事項をはじめ、富士電機の経営全般にわたり適宜必要な意見を述べま
した。
• 経営計画の進捗管理
• 固定費の管理状況

林　良嗣 13回／13回

当社の経営方針に関連の深い環境工学の専門的見地と高い見識に基づき、
取締役会において次の事項をはじめ、富士電機の経営全般にわたり適宜必要
な意見を述べました。
• 研究開発戦略のあり方
• 環境負荷低減に向けた取り組み

社外取締役

社外監査役

氏名 取締役会出席状況（出席回数／開催回数）
監査役会出席状況（出席回数／開催回数） 主な活動

佐藤　美樹
11回／13回
9回／9回

金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会におい
て議案の内容や富士電機の事業活動の状況を確認し適宜必要な意見を述べ
ました。また、監査役会において、事業活動全般に関し適法性確保の観点か
ら適宜確認を行うとともに意見を述べました。

木村　明子
13回／13回
9回／9回

弁護士としての専門知識に基づき、取締役会において議案の内容や富士電機
の事業活動の状況を確認し適宜必要な意見を述べました。また、監査役会に
おいて、事業活動全般に関し適法性確保の観点から適宜確認を行うとともに
意見を述べました。

平松　哲郎
12回／13回
9回／9回

金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会におい
て議案の内容や富士電機の事業活動の状況を確認し適宜必要な意見を述べ
ました。また、監査役会において、事業活動全般に関し適法性確保の観点か
ら適宜確認を行うとともに意見を述べました。

指名・報酬委員会

2019年度に指名・報酬委員会を設置し、取締役および監査

役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性および客観

性を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図ってい

ます。指名・報酬委員会は、取締役である委員3名以上で構成

し、その過半数は社外取締役から選定するとともに、委員長は、

社外取締役である委員の中から選定することとしています。

次の諮問事項について、審議し、取締役会に対して答申し

ています。

（1） 取締役会の構成に関する考え方

（2）  取締役および社長ならびに監査役の選任または解任に 

関する方針・基準

（3） 取締役および社長ならびに監査役の選任または解任

（4） 社長の後継者計画の策定および運用に関する事項

（5） 取締役および監査役の報酬に関する方針・基準

（6） 取締役および監査役の報酬等の内容

2019年度の委員会は、委員5名、うち社外取締役3名とし

て、2019年7月の活動開始から2020年7月までに本委員会を

3回開催し、諮問事項について議論し、取締役会に答申してい

ます。

取締役・監査役の選任

取締役および監査役候補の指名方針は、取締役会の全体

としての資質・経験等のバランス、多様性等を勘案し、候補者

を決定しています。取締役は、事業年度に関する経営責任の

明確化および環境変化に対応できる経営体制とするために、

取締役の任期は1年としています。

常勤取締役は、当社の経営方針の遂行に必要な資質・経験

等を有する者が就任しています。

社外取締役は、上場会社の経営者、富士電機の事業に関

連深い学術領域の専門家といった富士電機の経営に対する

理解と、多面的な経営判断に必要な見識・経験を備えた人物

に就任いただいています。

常勤監査役は、当社の業務全般にわたり精通するとともに、

専門知識・経験等を有する者が就任しています。

社外監査役は、企業経営者、上場会社の常勤監査役経験者、

法律専門家といった富士電機の経営に対する理解と、監査に必

要な専門知識・経験を備えた人物に就任いただいています。

当社は、東京証券取引所をはじめとした国内金融商品取引

所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該

当しない場合に、当該候補者は当社に対する十分な独立性を

有すると判断します。

（1） 主要株主

当社の主要株主（議決権保有割合10％以上の株主）また

はその業務執行者である者

（2） 主要取引先

当社の取引先（弁護士、公認会計士もしくは税理士その

他のコンサルタントまたは法律事務所、監査法人もしくは

税理士法人その他のコンサルティング・ファームを含む）

で、過去3事業年度において毎年、取引額が当社または相

手方の年間連結総売上の2％を超える取引先またはその

業務執行者である者

（3） メインバンク等

当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がな

い程度に依存している金融機関その他の大口債権者また

はそれらの業務執行者である者

（4） 会計監査人

当社の会計監査人である公認会計士または監査法人の

社員等である者

（5） 寄付先

過去3事業年度において毎年、1,000万円を超えかつそ

の年間総収入の2％を超える寄付を当社から受けている

組織の業務執行者である者

社外役員にかかる独立性基準

取締役・監査役のトレーニング方針

常勤役員に対しては就任前に法務・税務を含むコンプライ

アンス研修を実施し、就任後も継続的に必要な知識を習得す

る機会を提供しています。

社外役員に対しては就任前に会社状況・役割期待について

の説明を行っています。また、就任後においては社員向けに

実施している技術成果発表会、生産拠点の視察等を通じて、

事業理解を深める取り組みを行っています。 立川社外取締役が技術成果発表会で製品説明
を聞いている様子

指名・報酬委員会

委員長　社外取締役　丹波　俊人

委員　　社外取締役　立川　直臣、林　良嗣

　　　　社内取締役　北澤　通宏、菅井　賢三
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富士電機は、取締役会に期待されている役割・機能が十分

に果たされているかを検証し、その向上を図るため、2019年

度に初めて第三者機関による取締役会の実効性に係るアン

ケートを実施し、評価を行いました。なお、アンケート結果は、

取締役会に報告し、今後、改善すべき課題について共有を図っ

ています。

今後、取締役会では本実効性評価を踏まえて共有した課題

を十分に検討したうえで、課題ごとにスケジュールを明確に定

めて順次対応し、取締役会の機能を高める取り組みを継続的

に進めていきます。

取締役会の実効性評価

評価対象
2019年度取締役会
（計13回）

対象者
すべての取締役・監査役
（計13人）

実施方法 第三者機関によるアンケート（無記名方式）

実施期間 2020年1月から2月

主な質問項目

① 取締役会の構成、運営、議論、モニタリング機能
② 取締役・監査役に対する支援体制、トレーニング
③ 株主との対話
④ 取締役・監査役自身の取り組み

評価プロセス
① 第三者機関による対象者へのアンケートを実施
② 第三者機関による結果報告と助言を踏まえた課題抽出
③ 取締役会において分析・議論・評価を実施

評価結果の概要
取締役会の運営・議論などについて、おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性は
確保されています。

今後の課題
中期経営計画やESG、働き方改革等の中長期的課題のさらなる議論や機関投資家との対話状況の報告
が必要である等の意見が出され、取締役会機能のさらなる向上、議論の活性化に向けた課題を認識しま
した。

役員報酬

富士電機の取締役、監査役の報酬は、株主の負託に応える

べく、優秀な人材の確保・維持、業績向上へのインセンティブ

の観点を考慮し、それぞれの職責に見合った報酬体系、報酬

水準を勘案して決定しています。

これらの体系、水準は、経営環境の変化や外部の客観デー

タ等を勘案しながら、その妥当性や見直しの必要性を常に検

証しています。

役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等

により構成されていますが、その支給割合の決定の方針は定

めておりません。業績連動報酬に係る指標については、業績

連動報酬の額は、中期経営計画における重要な目標値として

設定している連結売上高営業利益率を指標の基本に位置付

けて、前年度の連結会社業績（営業利益、当期純利益、配当

金状況等）を勘案し決定しています。

なお、2019年度の経営計画として掲げている目標値であ

る営業利益率6.7%に対し、実績では4.7%となりました。

役員報酬額とその算定方法の決定権限について
取締役および監査役の報酬に関する方針・基準や報酬等の

内容について、指名・報酬委員会は取締役会より諮問を受け

て議論し、取締役会に答申しています。

取締役会では答申内容を議論し、具体的な報酬額の決定

は、株主総会で決議された範囲内、かつ答申内容を踏まえた

うえで、代表取締役社長に一任することを決議しています。

役員区分 報酬等の総額（百万円）
報酬等の種類別の総額（百万円）

対象役員数（人）
固定報酬 業績連動報酬

常勤取締役 348 240 108 5

常勤監査役 58 58 ̶ 2

社外取締役・社外監査役 50 50 ̶ 6

役員区分別報酬額（2019年度）

役員区分 役員持株会への拠出額（百万円） 取得株式持分（百株）

取締役 20 61

監査役 3 10

役員持株会への拠出金額および取得株式持分（2019年度）

役員区分 報酬体系

常勤取締役

定額報酬
役位に応じて、予め定められた固定額を支給します。株主と利害を共有し、株価を意識した経営のインセン
ティブとするため、本報酬額の一部は役員持株会への拠出を義務付けています。

業績連動報酬
株主に剰余金の配当を実施する場合に限り支給します。総支給額は、各年度の連結業績との連動性をより
明確とするため、支給日の前事業年度の連結当期純利益の1.0%以内としています。

常勤監査役
社外取締役・社外監査役

定額報酬として、予め定められた固定額を支給し、自社株式の取得は任意としています。

役員区分別報酬体系
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各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、

監査の方針、業務の分担等に従って監査を行い、その内容お

よび結果を監査役会に報告しています。

2019年度は、監査役会を合計9回開催し、監査役の出席率

は100％となっています。

監査役会においては、主に監査の方針および監査計画、会

計監査人の監査の方法・結果の相当性、会計監査人の評価等

の検討を行うとともに、常勤監査役から社外監査役への重要

な事項の報告・検討等を行いました。

監査役監査

監査役監査・内部監査の状況

内部統制

富士電機は、「法令等の遵守」「損失の危険の管理」「職務執

行の効率性の確保」などを目的として、会社法に定める「内

部統制システムの整備に関する基本方針」を取締役会で決議

し、開示しています。また、内部統制システムの運用状況の概

要を開示し、取り巻く社会的要請に迅速かつ的確に応えてい

ます。

＜内部統制システムに基づく主な体制＞

コンプライアンス体制（P53）
取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適

合することを確保するための体制に基づき、業務執行の透明

性、健全性の確保を図るため、コンプライアンス体制を確立・

推進しています。

リスク管理体制（P55）
損失の危険の管理に関する規程その他の体制に基づき、事

業上のリスクを組織的かつ体系的に管理するため、適切なリ

スク管理体制を整備しています。横断的な特定のリスクにつ

いては、リスク毎に担当部署を定め、リスク管理体制を整備し

ています。

架空取引の再発防止について
富士電機は、2020年1月30日に「当社子会社における実在

性に疑義のある取引について」を開示しましたが、二度とかか

る事態を惹起しないよう、当社グループの規程において、実

在性の確認できない取引は行わないことを明確にしたうえで、

当該子会社において、受注・検収等の業務フローにおけるリス

ク管理の仕組みの再構築（商流、自社の役割、取引の実在性

の確認および検証等）、営業部門におけるリスク意識徹底の

ための教育の実施等の再発防止策を実施しております。

監査機能の連携強化
富士電機の監査機能において、法廷監査機能（監査役、会

計監査人）および内部監査機能（監査室）の連携強化により監

査の実効性を確保しています。大口案件のプロジェクトマネジ

メント、コンプライアンス監査、海外子会社監査等を注力ポイ

ントとして取り組み、今後も強化していきます。

株主・投資家との対話

基本方針
富士電機は、株主・投資家の皆様の正しい理解と信頼を

得るために、各種法令・規則に基づいた情報開示を行ってい

ます。法令などに基づいた情報開示に該当しない場合でも、

投資判断に重要な影響を及ぼすと判断した企業情報につい

ては、適時、公正・公平な情報開示に努めています。

また、株主・投資家の皆様との対話を重視した IR活動を推

進し、双方向コミュニケーションの充実にも力を入れて取り組

んでいます。

アナリスト・機関投資家の意見
アナリスト・機関投資家との対話を積極的に行い、説明会で

共有した情報や個別面談でいただいた主な意見・要望を執行

役員ならびに取締役会に報告しています。2019年度にアナリ

スト・機関投資家からいただいた主な意見は下記の通りです。

内部監査
内部監査部門は、内部監査基準および年間の監査計画に

基づき、富士電機の各部門、子会社等に対し、以下を隔年で

実施しています。

2019年度は、44拠点の監査を実施し、経営に重大な影響

を与えるような不備・リスクがない状況です。

2019年度の主な取り組み
• 決算説明会（年4回）
• 経営計画説明会
• 2023年度中期経営計画説明会
• ESG説明会
• 株主向け工場見学会（3工場）

主な実施事項

•  取締役会、経営会議、遵法推進委員会その他重要な会議へ
の出席と意見表明

•  重要な決裁書類等の閲覧
•  取締役、内部監査部門等からの職務執行状況の聴取
•  富士電機本体、国内外連結子会社、M&A実施会社の業務
および財産の状況等の調査

監査内容 主な実施事項
組織運営監査 管理運営（規程類の整備、決裁手続き、業績管理等）の適切性評価
リスク管理監査 リスク管理体制およびリスク対応の有効性評価
コンプライアンス監査 コンプライアンス・プログラムに基づく関連法令の遵守状況点検、適法性確認
業務執行監査 業務執行（売上・仕入計上、投資、キャッシュフロー等）の適正性、効率性、有効性評価
会計監査 経費処理の適正性評価および資産負債の健全性評価

経営全般・事業
•  生産性向上を示す指標（KPI）の開示
•  政策保有株式の保有合理性の開示
•  経営トップとの対話機会の増加
•  パワエレシステム事業の中期経営計画の施策の進捗
状況に係る情報開示

•  パワー半導体事業における施策の進捗状況に係る情
報開示

ESG

• 重要課題（マテリアリティ）の明確化
• サプライチェーンにおけるCO2削減への期待
• 社員意識調査の継続した情報開示

連携強化の主な取り組み

当社

会計監査人
監査役会

監査役

法定監査機能

監査室

内部監査機能

監査役/監査室連絡会による情報共有
（月1回）

監査連絡会による重要事項の共有
（年1回）

会社法上の大会社である子会社

会計監査人 監査役

法定監査機能

監査室

内部監査機能

グループ監査役協議会（年4回） 連絡会による情報共有（月1回）
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現状は業績の報告や決議事項が主体であり、中長期的な課

題が不足しているのではないかと思います。

立川
十分な時間を取り、かなりしっかりした議論ができている点を

評価しています。他社の取締役会では議題が多すぎて、時間が

足りなくなってしまったこともありましたので、取締役会の付議

基準とも関係しますが、議題はそれほど多くない方が議論の内

容を深めることにつながるという相関関係にあると思います。

林
取締役会では自由に発言できる雰囲気があってとても良い

と思います。監査役の方々からのご指摘・ご意見も出ますし、

それに対して、社内取締役も真摯に聴いておられて、意見を

荒井
今回初めて、第三者機関によるアンケートを実施し、客観的

な分析・評価を行い、いくつかの課題を抽出しました。まずは、

取締役会の運営あるいは議論について、ご意見をお聞かせく

ださい。

丹波
今回のアンケート実施により、我々が気付かなかったことも

課題抽出されて、そういう意味で非常に良かったと思います。

当社の取締役会は、他社の取締役会と比べても、極めて活発

な議論ができていると考えています。ただ、内容に関しては、

社外役員座談会

吸収しようという姿勢がとてもよく感じられます。一方、内容

に関しては、財務面だけでなく非財務情報のESG面について

も、今以上に議論される必要があるのではと思います。

平松 

資料をいただくタイミングが、ど

うしてもぎりぎりになってしまうの

はやむを得ないと思っていますが、

資料内容の工夫は重ねていってい

ただきたいと思います。より建設的

な議論とするため、審議・報告に至

る経緯について、社内の委員会や経営会議での論点を的確に

伝えていただくことによって補完していくことを今後の改善策

として期待しています。

荒井
資料提供のタイミングについては早期化に努めるとともに、

取締役会に上程されるまでの主な論点を説明に織り込むな

ど、資料内容の充実も図っていきたいと思います。また、先ほ

ど、丹波取締役、林取締役から議題についてご意見がありま

したが、アンケートの中でも、中長期的な課題やESGに関わ

る議論が不足しているのではないかというご指摘をいただい

ております。具体的にどのような内容が不足しているとお考

えでしょうか。

丹波
中期経営計画を立案する場合、

フェーズ1あるいはフェーズ2の段

階で、我々も議論に入るというよう

なことを、次の中期経営計画のとき

には是非お願いしたいと思います。

もう一つは、例えば10年先の会社

の姿をどのように展望するかという大きな命題を議論するこ

と。我々はものつくりメーカーですから、1年2年で成果が出

るわけではないと思います。10年先、20年先を見据え、長期

でどういう会社になっていくべきかという議論からバックキャ

実効性の高いガバナンスの実現に向けて

丹波 俊人
社外取締役
（2016年6月就任）
東京センチュリー㈱
取締役

立川 直臣
社外取締役
（2016年6月就任）

林 良嗣
社外取締役
（2017年6月就任）
中部大学
持続発展・スマートシティ
国際研究センター
センター長・教授

平松 哲郎
社外監査役
（2016年6月就任）
中央日本土地建物
グループ㈱
代表取締役社長
日本土地建物㈱
代表取締役社長

取締役会の機能が十分に果たされているかを検証し、さらなる改善を図るため、
2019年度に取締役会の実効性評価として、初めて第三者アンケートを実施しました。
本座談会では、「実効性の高いガバナンスの実現に向けて」を主題に、取締役会の運営および議論における課題、
今後の富士電機への期待について、さまざまなバックグラウンドを持つ社外役員の方々よりご意見をお聞きしました。

取締役会の運営・議論状況

ポイント
● 適切な議題数で十分な時間が取られ、活発な議論がなされている
● 業績報告や決議事項が中心で、中長期およびESGに関わる議論が不足

取締役会のさらなる活性化に向けた課題

ポイント
● 長期ビジョンおよび中期経営計画立案の初期段階での取締役会の関与
● 中長期課題に関する各部門長との議論の機会の充実
● 企業活動を通じた環境・社会面での貢献に関する議論

荒井 順一
取締役
執行役員専務
経営企画本部長
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今回の座談会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底
のうえ、林取締役についてはリモートで参加していただきました

地球社会に対するプラスとマイナスの貢献を見える化・共有化

する取り組みに期待したいですね。また、環境面だけでなく、

雇用などを通じた地域社会・国への経済的な貢献という視点

も大切だと思います。こうした取り組みが取締役会で報告さ

れ、議論していったらいいのではないでしょうか。これまで、各

工場を視察させていただいたなかで、発明に近いようなさま

ざまな工夫を自由にチームで形にすることをやっておられて感

心しました。そうした企業風土が根付いていると感じており、

それをうまく活用し、各職場で議論されるようになるといいで

すね。

平松
社外役員の主たる責務はリスクガバナンスにおけるチェック

と中長期的観点からの助言だろうと思います。昨年、中期経

営計画策定後に各部門長から方針を説明していただきました

が、今後も適宜、適切なタイミングで中長期課題の議論をす

る機会をつくっていただきたいですし、それを通じて私たちも

理解が深まります。また、私自身、監査役としてリスクチェック

を心掛けて取締役会に参加していますが、これまでに経験の

ない大規模災害や新型コロナウイルス感染症などに対し、サ

プライチェーン全体での事業継続力の強化が一層重要性を増

していると思います。当社の状況について、取締役会でも報

告・議論がなされていますが、社外の知見を生かすことも今後

は有用ではないでしょうか。

荒井
当社は、会社の成長と共に社会・環境課題の解決を図る、

持続的な成長に向けた取り組みを推進しています。最後に当

社に対する今後の期待についてお聞かせください。

丹波
経営の方向性は明確、グローバル化のさらなる加速を 
当社の一番の強みは人財

SDGs、ESG、とりわけ環境の分野について、我が社は極

めて積極的に、社員への啓蒙も含め取り組んでいると評価

しています。この勢いをもっと出してもらいたい。富士電機

に期待することは、経営理念、経営方針の中にも明確に打ち

出されていますが、やはり、エネルギー・環境事業を通じて、世

界の人々の生活を豊かにすることだろうと思いますので、「グ

ローバル」をこれまで以上に加速していただきたい。

富士電機の一番の強みは人財だと思います。これを生かし

て、もっとチャレンジして、リスクをテイクして、世界の人々の

豊かな生活、安全・安心で持続可能な社会を実現するという

大きな夢に向かって進んでいってほしい。その力は我が社に

はあると思っています。

立川
エネルギー・環境技術をさらに究めてもらいたい
当社の事業そのものが「エネルギーと環境」に貢献する、こ

れを100年近く積み重ねてきたことは強みであるし、これから

も一層そこに傾注していくことで、将来が開けてくるものだと

思っています。グローバル化をさらに進めるためにも、やはり、

エネルギー・環境技術をさらに究めていき、その分野でリード

していくことを期待したい。

林
リスク対応力の強化
優れた国際人財の採用を
富士電機は多様な製品を世界のいろんな地域に展開してい

ることが強みだと思いますが、政治・経済だけでなく気候変動

ストして中期経営計画を作るといった手法・考え方を取り入れ

たらいいのではないでしょうか。言うのは簡単で実行するの

は難しいですが、そういう視点を一度検討していただきたい

と思います。

 立川
中期経営計画の議論に関しては

同様の感想を持っています。中期

経営計画のコンセプトというか、経

営理念をどのように実現していくの

かについて、取締役会で報告・議論

が欲しいと思います。SDGsや環

境に係る取り組みについては、かなり長期視点で報告いただ

き、議論させていただいていますが、事業そのものについては、

もう少し議論する場があってもよいと思います。

林
ESG、なかでも、環境、社会に対してトータルでどう貢献し

ていくかについて、現状からさらに進めていくことが当社の企

業価値を高めることになると考えて

います。例えば、売上高や利益の報

告と同様に、部門ごとに、原材料や

エネルギーの使用による生産工程

での温室効果ガス排出量と、製品

を通じたCO2排出削減について、

など世界中のあらゆるリスクに敏感になり、リスク対応力を一

層強化すること、さらに、ウィズ・ポストコロナの時代において

は、ITの一層の活用、テジタル化対応も重要課題ですね。 

そして、真にグローバルな企業になっていくためには、優れた

国際人財の採用が必要だと思います。

平松
ものつくりを大切にする企業であり続けてほしい
夢のある事業を行っていることを全社員が共有を
ものつくりを基本にするという企業であってほしいと思いま

す。長い歴史の中でさまざまな製品・事業を生み出し、ものつ

くりを大切にする精神が富士電機の中に脈々と受け継がれて

いると思います。地球環境問題が世界の最大テーマの一つで

あるなか、富士電機は、電気の効率的な利用を追求するといっ

た事業を通じて地球環境に貢献できます。こうした夢のある

事業をやっているということを全社員が共有し、取り組んで

いってほしいと思います。

荒井
本日は、貴重なご指摘・ご意見をいただき、ありがとうござ

いました。ご指摘いただいたことも念頭に、さらに取締役会の

活性化を図っていくとともに、持続的成長に向けた取り組みを

加速していきたいと思います。

持続的成長に向けた富士電機への期待
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